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審 査 

特定事業許可申請フロー図 
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             条例第12条3項 

 

土砂等の埋立て等を行おうとする者 

 

適用除外(条例第8条第1項) 

① 当該区域内から排出され、又は採取された土砂等によるもの 
 ② 路盤材として使用される砕石や砂利のみによるもの 
 ③ 国、地方公共団体その他規則第４条で定める者（以下：国等）が行う土

砂等による埋立て等（国等が委託し、又は請け負わせて行うものを含む） 
④ 法令又は他の条例（以下：法令等）の規定による許可その他の処分によ

る埋立て等であって規則第５条で定めるもの（許可内容により認定申請が

必要） 
 ⑤ この条例若しくは他の法令等に基づく命令その他の処分による義務の履

行に伴う土砂等の埋立て等 
 ⑥ その他市規則第６条で定める土砂等による埋立て等 

・ 災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂等の埋立て等 
・ 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管 
理行為として行う土砂等による埋立て等 

 

1,000㎡以上 
(特定事業) 

1,000 ㎡未満 

許可不要        条例第7条 
ただし、汚染土砂の埋立て等禁止、 

災害発生の防止措置の義務あり 
 

特定事業許可申請 

10日前までに届出 

遵守事項 

・施工管理者の設置      条例第13条 

・標識の掲示         条例第14条 

・帳簿の記載         条例第15条 

・土壌検査、水質検査     条例第16条 

・関係書類の閲覧       条例第17条 

・車両の表示         条例第18条 
 
施工状況報告         条例第15条 
土壌検査、水質検査報告    条例第16条 

行政処分 

改善命令 条例第 19 条 
許可取消 条例第 20 条 
措置命令 条例第 21 条 

事 前 相 談 

埋立て準備工・埋立て工他 

特定事業許可･変更許可 

土 砂 搬 入 届 

事 業 完 了 届 

計画適合現場確認 

現 場 確 認 通 知 

施 工 準 備 工 

是 正 指 導 通 知 不適合 

不 許 可 
不適合 


